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(公 印  省  略 )

人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が     1

指定する病原体等の一部を改正する件の公布について (通知)

平素は、県の健康福祉行政に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。
標記について、別添のとおり厚生労働省健康局結核感染症課長から通知がありました。
つきましては、内容を御承知いただき、その運用に御配意いただくとともに、会員の皆様
への周知について御配意願います。

なお、保健福祉事務所長、衛生検査所長へは別途通知しましたことを申し添えます。

健康福祉部保健 ・疾病対策課感染症対策係
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健感発 0331第 3号

平成 28年  3月 31日

厚生労働省健康局結核感染症課長

( 公 印 省 略 )

人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が

指定する病原体等の一部を改正する件の公布について

「人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する

病原体等の
一
部を改正する件」については、本 日、平成 28年厚生労働省告示第

157号 をもつて公布 され、同日から適用されたところです。

今回の改正の概要等は下記のとお りですので、御了知の上、関係者に対 して

周知いただくとともに、その運用に遺漏なきようお願いします。

書コ
言巳

1 改 正の内容

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10年
｀
  法 律第 114号 。)第 6条 第 23項 の規定に基づき、人を発病させるおそ

れがほとんどないものとして、新たに、以下の病原体を指定すること。

サルモネラ属エンテ リカ血清亜型タイフィT y21a株

2 適 用期 日

平成 28年 3月 31日 から適用すること。
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194(号外第 73号 )報平成 28年 3月 31日  木 曜日 宮

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示

第

一　
次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中

「厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
」
を

「厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
評
価
療
養
、
憩
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
」
に
改
め
る
。

一　
生
活
保
護
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬

（昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第

百
二
十
五
号
）
第
二
号

十
一　
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
号

（医
業
、
歯
科
医
業
者
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、
診
療
所

若
し
く
は
功
産
所
に
関
し
て
広
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
件
）
第
二
条
第
二
号

第
二
　
次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中

「第
十
条
第

一
項
第

一
号
ハ
」
を

「第
十
条
第

一
項
第

一
号
ホ
」
に
、
「第
十

一
条

の
三
の
六
第

一
項
第

一
号
ハ
」
を

「第
十

一
条
の
三
の
六
第

一
項
第

一
号
ホ
」
に
、
「第
二
十
三
条
の
三
の
五
第

一
項

第

一
号
ハ
」
を

「第
二
十
三
条
の
三
の
五
第

一
項
第

一
号
ホ
」
に
改
め
る
。

一　
健
康
保
険
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額

（平
成
八
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
三
号
）
第

一
号
の
表
規
則
第
五
十
八
条
第

一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
項

一
一　
後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標
準
負
担
領
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額

（平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

三
百
九
十
五
号
）
第

一
号
の
表
規
則
第
三
十
五
条
第

一
号
に
該
当
す
る
者
の
項

第
二
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
号
中

「第
五
号
に
規
定
す
る
指
定
難
病
の
息
者
」
を

「難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

（平

成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
医
療
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病

の
患
者

（次
号
に
お
い
て

「指
定
難
病
の
患
者
」
と
い
う
。）
」
に
改
め
る
。

第
二
号
中

「第
五
号
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

Ｏ
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
七
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
二

十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
を
発
病
さ
せ
る
お
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病

原
体
等

（平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
塩
崎
　
恭
久

第
４
中
２５
を
２６
と
し
、
２０
か
ら
２４
ま
で
を
２‐
か
ら
２５
ま
で
と
し
、
１９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

やｏ
　
寺
導
出
や
即
コ
Ｈ
マ
坤
ｃ
ヽ
腎
郭
思
腿
も
ヽ
】
ヽ
リ

Ｆ

弄

健
康
増
進
施
設
認
定
親
程

（昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
七
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平

成
二
十
八
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
角
二
十

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
塩
崎
　
恭
久

第
二
条
第

一
号
中

「も
の
」
の
下
に
衷
以
下

「運
動
健
康
増
進
施
設
」
と
い
う
。）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
”

「も

の
」
の
下
に
穴
温
泉
利
用
を
安
全
か
つ
適
切
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
施
設

（以
下

「温
泉
利
用
施
設
」
と
い
う
。）
と
運

動
健
康
増
進
施
設
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り

一
体
と
な
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の

（以
下

「連
携
型
施
設
」
と
い
う
。）
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中

「所
在
地
」
の
下
に
ズ
連
携
型
施
設
に
係
る
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
温
泉
利
用
施
設

及
び
運
動
健
康
増
進
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
と
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

「概
要
」
の
下
に
ズ
連
携
型
施
設
に
係
る

申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
温
泉
利
用
施
設
及
び
運
動
健
康
増
進
施
設
の
概
要
と
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「掲

げ
る
施
設
」
の
下
に
Ｒ
連
携
型
施
設
を
除
く
。）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に

次
の

一
号
を
加
え
る
。

〓
一　
申
請
施
設
が
連
携
型
施
設
で
あ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
運
動
健
康
増
進
施
設
に
係
る
第

一
号
イ
か
ら
力
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

口
　
温
泉
利
用
施
設
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

働
　
第

一
号
イ
、
日
、
二
及
び
ヌ
か
ら
力
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

０
　
第
二
号
口
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

０
　
身
体
測
定
及
び
応
急
処
置
の
実
施
の
た
め
の
設
備
の
種
類
及
び
数
並
び
に
配
置
を
記
載
し
た
書
類

鉛
　
身
体
測
定
、
生
活
指
導
及
び
応
急
手
当
を
行
う
者
の
数
及
び
勤
務
状
況
を
記
載
し
た
語
類

０
　
健
康
状
態
の
把
握
、
身
体
測
定
及
び
生
活
指
導
の
対
象
と
す
る
者
を
記
載
し
た
書
類

０
　
健
康
状
態
の
把
握
、
身
体
測
定
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

第
四
条
第
二
号
中

「掲
げ
る
施
設
」
の
下
に
ズ
連
携
型
施
設
を
除
く
。）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
を
同
条
第
四
号
と

し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

ど
一　
申
請
施
設
が
連
携
型
施
設
で
あ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

イ
　
運
動
健
康
増
進
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第

一
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
基
準

口
　
温
泉
利
用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

側
　
第

一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
り
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
基
準

０
　
第
二
号
口
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
基
準

０
　
身
体
測
定
を
行
う
た
め
の
設
備
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

的
　
身
体
測
定
、
生
活
指
導
及
び
応
急
手
当
を
行
う
者
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
運
動
健
康
増
進
施
設
と
温
泉
利
用
施
設
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
一
体
と
な
っ
て
運
営

さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
施
設
が
連
携
し
て
適
切
な
健
康
指
導
を
提
供
す
る
場
を
有
す
る
こ
と
。

第
八
条
第

一
項
中

「若
し
く
は
同
項
第
二
号
二
か
ら
へ
ま
で
」
を

「同
項
第
二
号
口
０
若
し
く
は
０
者
し
く
は
同
項

第
四
号
二
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
一同
項
第
二
号
口
及
び
ハ
」
を

「同
項
第
二
号
口
働
者
し
く
は
０
若
し
く
は
同
項
第
四
号

口
及
び
ハ
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中

「フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
」
を

「電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中

「記
録

し
た
フ
レ
キ
ン
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
」
を

「記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

（電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
、
「フ
レ
羊
シ
プ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
」
を

「電
磁
的
記
録
媒
体

等
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中

「若
し
く
は
同
項
第
二
号
口
か
ら
へ
ま
で
」
を

「、
同
項
第
二
号
口
０
若
し
く
は
的
又

は
同
項
第
四
号
口
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「フ
レ
キ
シ
プ
ル
デ
ィ
ス
ク
」
を

電ヽ
磁
的
記
録
煤
体
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
イ
ス
ク
等
」
を

「電
磁
的
記
録
煤
体
等
」
に
改
め
る
。

Ｏ
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
九
号

雇
用
保
険
法
施
行
規
則

（昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
号
）
第
百
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
口
及
び
第
二
号
イ
０

の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
保
険
法
距
行
規
則
第
百
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
口
及
び
第
二
号
イ
０
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修

（平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣

塩
崎
　
恭
久

第
二
条
の
表
特
定
非
営
利
活
動
法
人
く
ら
し
え
ん
。
し
ご
と
え
ん
の
項
中

「平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

一
日
ま
で
」

を

「平
成
三
十

一
年
二
月
三
十

一
日
ま
で
」
に
、
「第
１
号
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
」
を

「く
ら
し
え
ん
。
し
ご
と

え
ん
訪
間
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
」
に
改
め
る
ぜ

第
二
条
の
表
特
定
非
営
利
活
動
法
人
く
ら
し
え
ん
。
し
ご
と
え
ん
の
項
中

「平
成
二
十
八
年
二
月
三
十

一
日
ま
で
」

を

「平
成
三
十

一
年
二
月
二
十

一
日
ま
で
」
に
、
「第
２
号
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
」
を

「く
ら
し
え
ん

。
し
ご
と

え
ん
企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
」
に
改
め
る
。


